
森林環境譲与税活用の基本的な考え方 

 

○ 「森林環境譲与税及び森林環境譲与税」の財源としての考え方 

「森林環境税及び森林環境譲与税」は、平成 30年度税制改正での基本的考え方が示され、森林吸収源対策 

や森林経営管理法の施行に伴う市町村主体の公的な森林管理をはじめとした森林整備等に必要な地方財源を 

安定的に確保することを目的として創設されました。 

現在は、国から全国の市町村及び都道府県へと森林環境譲与税が譲与されています。 

 

〈抜粋〉平成３０年度税制改正の基本的な考え方 

４  森林吸収源対策に係る地方財源の確保 

森林を整備することは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養、地方創生や快適な 

生活環境の創出などにつながり、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受けるものである。しかしな 

がら、森林整備を進めるに当たっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明の森林の増加、境界未 

確定の森林の存在や担い手の不足等が大きな課題となっている。パリ協定の枠組みの下でわが国の温 

室効果ガス排出削減目標を達成し、大規模な土砂崩れや洪水・浸水といった都市部の住民にも被害が 

及び得る災害から国民を守るためには、こうした課題に的確に対応し、森林資源の適切な管理を推進 

することが必要である。 

 

このため、自然的条件が悪く、採算ベースに乗らない森林について、市町村自らが管理を行う新たな 

制度を創設することとされており、森林関連法令の見直しを行い、平成 31 年４月から施行することが 

予定されている。その見直しを踏まえ、平成 31 年度税制改正において、市町村が実施する森林整備等 

に必要な財源に充てるため、以下を内容とする森林環境税及び森林環境譲与税を創設する。 
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注 ： 一部の団体においては超過課税が実施されている。

国

市 町 村
● 間伐（境界画定、路網の整備等を含む）

● 人材育成・担い手確保
● 木材利用促進、普及啓発 等

公 益 的 機 能 の 発 揮

市 町 村 民 税 3,000円/年

道 府 県 民 税 1,000円/年個
人
住
民
税
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地球温暖化
防止機能 水源涵養機能

● 市町村の支援 等

納 税 義 務 者

約6,000万人強

国
税

令 和 ６ 年 度 か ら 課 税 令 和 元 年 度 か ら 譲 与

       の利用等
により使途を公表

交 付 税 及 び 譲 与 税 配 付 金 特 別 会 計

賦
課
決
定

都 道 府 県

市 町 村

       の利用等
により使途を公表

都 道 府 県

森 林 環 境 譲 与 税
私有林人工林面積(55%)（林野率により補正） 林業就業者数(20%) 
人口(25％)により按分

森林環境税 1,000円/年
(賦課徴収は市町村が行う)

森林環境税の徴収と森林環境譲与税の譲与の制度イメージ 



○ 森林環境譲与税とみやぎ環境税の使途のすみわけについて 
 

〈趣旨〉 

１ 森林環境譲与税 ［譲与開始：平成３１年度 徴収開始：令和６年度］ 

森林吸収源対策や森林経営管理法の施行に伴う市町村主体の公的な森林管理をはじめとした森林整備等に

必要な地方財源を安定的に確保することを目的として活用されています 
 

２ みやぎ環境税 ［徴収開始：平成２３年度］ 

地球温暖化など喫緊の環境課題に対応し、本県の自然豊かな環境を次世代に引き継いでいくため、個人及 

び法人の県民税均等割の超過課税として導入しています。 
 

制度名称 森林環境譲与税（国税） みやぎ環境税（県税） 

使

途 

市町村 

1 森林経営管理制度による森林整備 

意向調査、経営管理集積計画の作成、間

伐等の森林整備など 

2 その他 

 国が示すポジティブリストを参考に、森

林経営管理制度以外の森林整備や、人材育

成、木材利用、普及啓発 など 

1 メニュー選択型（７つから選択） 

2 市町村提案型（地域の課題解決に向けて、 

市町村が創意工夫し実施） 

※ いずれも森林環境譲与税の使途に定めら

れた取組(森林整備等）は対象外。 

 

県 

市町村が取り組むの森林整備の支援 

1 宮城県市町村森林経営管理サポートセンタ

ー業務 

2 県森林クラウドシステム森林計画図等適正

化業務 

3 森林施業プランナー養成研修 など 

1 みやぎ二酸化炭素排出削減支援事業 

2 温暖化防止間伐推進事業 

3 果樹の凍霜害軽減技術の開発 

4 生物多様性総合推進事業  

5 未来へつなぐ豊かな海づくり事業 など 

 

〈参考１〉森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成三十一年法律第三号）抜粋 

（森林環境譲与税の使途） 

第三十四条 市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。 
一 森林の整備に関する施策 
二 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用（脱炭素社会の実現に資
する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成二十二年法律第三十六号）第二条第三項に規定する木材
の利用をいう。）の促進その他の森林の整備の促進に関する施策 

２ 都道府県は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。 
一 当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項各号に掲げる施策の支援に関する施策 
二 当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項第一号に掲げる施策の円滑な実施に資するための同号に掲げる施策 
三 前項第二号に掲げる施策 

３ 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林
環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

 

〈参考２〉 「森林環境譲与税を活用して実施可能な市町村の取組の例」（通称：ポジティブリストの抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国が使途として例示するポジティブリストを参考に、様々な事業にも取組まれています。 

    以下、林野庁のポジティブリストの掲載サイト 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/attach/pdf/kankyouzei_jouyozei-22.pdf 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/attach/pdf/kankyouzei_jouyozei-22.pdf

